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本
定
例
会
に
追
加
し
て
提
出
い
た
し
ま
し
た
案
件
に
つ
き
ま
し
て
、

そ
の
概
要
を
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

  

提
出
い
た
し
ま
し
た
案
件
は
、
南
ア
ル
プ
ス
市
一
般
会
計
の
ほ
か 

三
特
別
会
計
の
、
合
わ
せ
て
四
会
計
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

は
じ
め
に
、
議
案
第
百
十
号
、「
令
和
三
年
度
南
ア
ル
プ
ス
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
七
号
）」
に
つ
い
て
、
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

補
正
額
を
五
億
八
千
五
百
七
十
四
万
五
千
円
と
し
、
歳
入
歳
出
予
算

の
総
額
を
三
百
二
十
八
億
五
千
三
百
七
十
三
万
五
千
円
と
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。 

 

先
ず
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
て
い
る
子
育

て
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
、「
子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金

支
給
事
業
」
に
係
る
経
費
と
し
て
、
五
億
八
千
五
百
七
十
四
万
五
千
円

を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。
こ
ち
ら
は
、
国
の
基
準
に
よ
る
対
象
世
帯
の

う
ち
、
十
八
歳
以
下
の
児
童
一
人
あ
た
り
、
五
万
円
の
臨
時
特
別
給
付

金
を
支
給
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
ほ
か
、
人
事
院
勧
告
等
に
伴
う
、
一
般
職
の
職
員
及
び
特
別
職
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並
び
に
市
議
会
議
員
の
期
末
手
当
等
の
減
額
分
を
計
上
し
て
お
り
、
同

額
を
財
政
調
整
基
金
に
積
み
立
て
て
お
り
ま
す
。 

以
上
、
歳
出
予
算
の
財
源
と
し
て
は
、
国
庫
支
出
金
等
を
見
込
ん
で

お
り
ま
す
。 

 

続
き
ま
し
て
、
特
別
会
計
補
正
予
算
案
に
つ
い
て
、
ご
説
明
申
し
上

げ
ま
す
。 

 

は
じ
め
に
、
議
案
第
百
十
一
号
、「
令
和
三
年
度
南
ア
ル
プ
ス
市
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
四
号
）」
に
つ
い
て
、
ご
説
明
申
し

上
げ
ま
す
。 

こ
の
案
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
勧
告
等
に
伴
う
期
末
手
当
の
引
き
下

げ
等
に
よ
り
、
八
十
万
四
千
円
を
減
額
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
百
十
二
号
、「
令
和
三
年
度
南
ア
ル
プ
ス
市
後
期
高
齢

者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）」
に
つ
い
て
、
ご
説
明
申
し
上

げ
ま
す
。 

こ
の
案
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
勧
告
等
に
伴
う
期
末
手
当
の
引
き
下

げ
等
に
よ
り
、
二
十
四
万
五
千
円
を
減
額
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
百
十
三
号
、「
令
和
三
年
度
南
ア
ル
プ
ス
市
介
護
保
険
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特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
三
号
）」
に
つ
い
て
、
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

こ
の
案
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
勧
告
等
に
伴
う
期
末
手
当
の
引
き
下

げ
等
に
よ
り
、
百
十
万
一
千
円
を
減
額
し
て
お
り
ま
す
。 

 

以
上
、
追
加
し
て
提
出
い
た
し
ま
し
た
案
件
つ
き
ま
し
て
、
説
明
を

終
わ
り
ま
す
。 

何
卒
、
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
議
決
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

 

令
和
三
年
十
二
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

南
ア
ル
プ
ス
市
長 

 

金 

丸 

一 
元 


